
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び

経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国

管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及

び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

目
次第

一
章
　
関
係
省
令
の
整
備
（
第
一
条―

第
十
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
十
一
条―

第
二
十
四
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
等
）

第
十
一
条
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
に

定
め
る
旅
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に

よ
る
証
印
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
入
国
審
査
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
券
に
記
載
を
受
け
た
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
第
十
九
条
の
三
に
規

定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
以
下
「
入
管

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
七
号
の
二
様
式
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証
印
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

併
せ
て
、
当
該
旅
券
に
当
該
中
長
期
在
留
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
（
入
管
法
第
十
九
条
の

三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
番
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
中
長
期
在
留
者
に
対
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
当

該
中
長
期
在
留
者
が
入
管
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
）
を
し
た
後
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
申
請
等
）

第
十
二
条
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び

写
真
（
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
別
表
第
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
し
、
か

つ
、
裏
面
に
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅

券
又
は
在
留
資
格
証
明
書
（
入
管
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
予
定
中
長
期
在
留
者
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
定
中
長
期

在
留
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
旅
券
又
は
在
留
資
格
証
明
書

二
　
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下

「
旧
外
国
人
登
録
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
（
以
下
「
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）

三
　
入
管
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
外
活
動
許
可
書
（
以
下
「
資
格
外
活
動
許
可
書
」

と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
格
外
活
動
許
可
書

３
　
改
正
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
十
六
歳
に
満
た
な
い
予
定
中
長
期
在
留
者
に

つ
い
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
務
大
臣
が
提
出
を
要
す
る
と

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
亜
東
関
係
協
会
の
本
邦
の
事
務
所
の
職
員
又
は
当
該

職
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
家
族
の
構
成
員
と
し
て
の
活
動
を
特
に
指
定
さ
れ
た
も
の

二
　
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
駐
日
パ
レ
ス
チ
ナ
総
代
表
部
の
職
員
又
は
当
該
職
員

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
家
族
の
構
成
員
と
し
て
の
活
動
を
特
に
指
定
さ
れ
た
も
の

５
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
予
定
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提

出
及
び
第
二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続
を
す
る
場
合
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
又
は
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者

に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
地
方
入
国
管
理

局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

イ
　
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
が
経
営
し
て
い
る
機
関
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
機
関
若
し
く
は
研
修
若
し
く
は
教

育
を
受
け
て
い
る
機
関
若
し
く
は
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
が
行
う
技
能
、
技
術
若
し
く
は
知
識
（
第
十
七

条
第
二
項
第
一
号
イ
に
お
い
て
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を
行
う
団
体
の
職
員
又

は
外
国
人
の
円
滑
な
受
入
れ
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
（
一
般

社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
を
含
む
。
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
お
い
て

「
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
員
で
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

ロ
　
弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ハ
　
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
の
法
定
代
理
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
予
定
中
長
期
在
留
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
自
ら
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
の
親
族
（
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）

又
は
同
居
者
（
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
の
親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
入
国
管
理

局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該
予
定
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出

及
び
第
二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続
を
す
る
と
き
。

６
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
入
管
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
四

項
第
二
号
又
は
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
は
、
前
項
第
一
号

ロ
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
と
み
な
す
。

７
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
申
請
に
基
づ

き
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
在
留
カ
ー
ド
に
係
る
入
管
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務

省
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、
旧
外
国
人
登
録
法
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
十
一
条
第
一
項
と
す
る
。

（
調
書
の
作
成
）

第
十
三
条
　
入
国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
は
、
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
人
に
対
し
出

頭
を
求
め
て
質
問
を
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
人
の
供
述
を
録
取
し
た
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
入
国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
は
、
前
項
の
調
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
人
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
読

み
聞
か
せ
て
、
録
取
し
た
内
容
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
上
、
署
名
を
さ
せ
、
か
つ
、
自
ら
こ
れ
に
署

名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
関
係
人
が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
署

名
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
旨
を
調
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
の
申
請
等
）

第
十
四
条
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び

写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅

券
又
は
在
留
資
格
証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
長
期
在
留
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た

書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旅
券
又
は
在
留
資
格
証
明
書

二
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
登
録
証
明
書

三
　
資
格
外
活
動
許
可
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
格
外
活
動
許
可
書

３
　
十
六
歳
に
満
た
な
い
中
長
期
在
留
者
に
つ
い
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。

（
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
等
）

第
十
五
条
　
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び

写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅

券
又
は
在
留
資
格
証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
長
期
在
留
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た

書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旅
券
又
は
在
留
資
格
証
明
書

二
　
資
格
外
活
動
許
可
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
格
外
活
動
許
可
書

３
　
十
六
歳
に
満
た
な
い
中
長
期
在
留
者
に
つ
い
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。

た
だ
し
、
法
務
大
臣
が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
申
請
に
基
づ

き
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
在
留
カ
ー
ド
に
係
る
入
管
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務

省
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、
旧
外
国
人
登
録
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
届
出
等
）

第
十
六
条
　
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
除
く
。
）
又
は
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
除
く
。
）
は
、
別
記
第
五
号

様
式
に
よ
る
届
出
書
一
通
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
十
七
条
　
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び

に
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
中
長
期
在
留
者
若
し
く
は
改
正
法

附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
在
留

者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
（
当
該
中
長
期
在
留
者
の
十
六
歳
以
上
の
親
族

で
あ
っ
て
当
該
中
長
期
在
留
者
と
同
居
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
中
長
期
在
留
者
の
法
定
代
理
人
が
当
該
中
長

期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
入
管
法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
限
る
。
）
を
す
る

場
合
（
中
長
期
在
留
者
の
法
定
代
理
人
が
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一

条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務

省
令
で
定
め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
改
正

法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
返
還
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

中
長
期
在
留
者
又
は
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限

り
、
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条

の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
地
方

入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

イ
　
当
該
中
長
期
在
留
者
が
経
営
し
て
い
る
機
関
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
機
関
若
し
く
は
研
修
若
し
く
は
教
育
を

受
け
て
い
る
機
関
若
し
く
は
当
該
中
長
期
在
留
者
が
行
う
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を
行
う
団
体
の

職
員
又
は
公
益
法
人
の
職
員
で
、
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

ロ
　
弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ハ
　
当
該
中
長
期
在
留
者
の
法
定
代
理
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
中
長
期
在
留
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
自
ら
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
長
期
在
留
者

の
親
族
（
当
該
中
長
期
在
留
者
と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
中
長
期
在
留

者
の
親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
地
方
入
国
管
理
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該

中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

三
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に

つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
日
に
、
当

該
申
請
を
し
た
外
国
人
に
対
し
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
カ

ー
ド
の
交
付
を
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
地
方
入
国
管
理
局
長
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
。

３
　
改
正
法
施
行
日
前
に
入
管
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
四
項
第
二
号
又
は
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
は
、
前
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た

者
と
み
な
す
。

４
　
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第

十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
限
る
。
）
を
、
改
正
法
附
則
第
十
九
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
に
対

し
、
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
中

長
期
在
留
者
が
自
ら
出
頭
し
て
改
正
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一

項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
入
管
法
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の
受
領
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
場
合
に
当
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
在
留
資
格
の
取
消
の
規
定
の
準
用
）

第
十
八
条
　
入
管
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
四
ま
で
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
の
取
消
し
の
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
管
法
施
行
規
則

第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
中
「
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
様
式
（
同
条
第
七
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
指

定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
第
三
十
七
号
の
十
七
様
式
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
第
三
十
七
号
の
十
七
様
式
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
退
去
強
制
手
続
の
規
定
の
準
用
）

第
十
九
条
　
入
管
法
施
行
規
則
第
三
十
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
退
去
強
制
の
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十

一
条
第

一
項

別

記

第

四

十

六

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
六
号
様
式

第
三
十

三
条
第

一
項

別

記

第

四

十

七

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
七
号
様
式

第
三
十

三
条
第

二
項

別

記

第

四

十

八

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
八
号
様
式

第
三
十

四
条

別

記

第

四

十

九

号

様

式

（

甲

、

乙
、
丙
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
九
号
様
式
（
甲
、
乙
、
丙
）

第
三
十

七
条
第

一
項

別

記

第

五

十

二

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
十
号
様
式

第
三
十

七
条
第

二
項

別

記

第

五

十

三

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
十
一
号
様
式

第
三
十

九
条

別

記

第

五

十

六

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
十
二
号
様
式

第
四
十

一
条
第

二
項

別

記

第

五

十

八

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
十
三
号
様
式

第
四
十

五
条

別

記

第

六

十

三

号

様

式

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務

省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三

号
）
別
記
第
十
四
号
様
式

（
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
申
請
等
）

第
二
十
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一
通

及
び
写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
旅
券
及
び
登
録
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
旅
券
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
一
通
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
改
正
法
施
行
日
に
十
六
歳
に
満
た
な
い
特
別
永
住
者
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
別
永
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し

な
い
。
た
だ
し
、
法
務
大
臣
が
提
出
を
要
す
る
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
。
以
下
「
整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

５
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
第
二

項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続
を
す
る
場
合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者

又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ロ
　
当
該
特
別
永
住
者
の
法
定
代
理
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
自
ら
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当

該
特
別
永
住
者
の
親
族
（
当
該
特
別
永
住
者
と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該

特
別
永
住
者
の
親
族
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
法
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該

特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
第
二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係

る
手
続
を
す
る
と
き
。

６
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
入
管
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第

四
項
第
二
号
又
は
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
は
、
前
項
第
一

号
イ
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
と
み
な
す
。

７
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
改
正
法

附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代

わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永

住
者
が
自
ら
出
頭
し
て
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お

い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出

及
び
第
二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
場

合
に
当
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
申
請
に
基

づ
き
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
（
特
例
法
第
七
条
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証

明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
例
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、

旧
外
国
人
登
録
法
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
申
請
等
）

第
二
十
一
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一

通
及
び
写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
旅
券
及
び
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
証
明

書
と
み
な
さ
れ
る
登
録
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅
券
を
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
十
六
歳
に
満
た
な
い
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
写
真
の
提
出
を
要
し
な
い
。

４
　
整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
を
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
に
送
付
す
る
書
類

は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
申
請
等
）

第
二
十
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
一

通
及
び
写
真
一
葉
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
旅
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
の
場
合
に
準
用
す
る
。

４
　
整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
及
び
経
過
措
置
政
令
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
書
類
は
、
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
旅
券
と
す
る
。

５
　
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
申
請
に
基

づ
き
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
特
例
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法

務
省
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、
旧
外
国
人
登
録
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
除
く
。
）
は
、
別
記
第
十
八
号
様
式

に
よ
る
届
出
書
一
通
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
頭
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
十
四
条
　
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務

省
令
で
定
め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
並
び
に
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
及

び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
特
別
永
住
者
若
し
く
は
改
正
法
附
則

第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の
十
六
歳
以
上
の
親
族
で
あ
っ
て
当
該
特
別

永
住
者
と
同
居
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
特
別
永
住
者
の
法
定
代
理
人
が
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
改
正

法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
並
び
に
改
正
法

附
則
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
限
る
。
）
を
す
る
場
合
（
特
別
永
住
者

の
法
定
代
理
人
が
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定

め
る
場
合
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領
並
び
に
改
正
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
、
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合
（
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
永
住
者
又

は
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別

永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
依
頼
に
よ
り
す
る
場
合
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特

別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
弁
護
士
又
は
行
政
書
士
で
所
属
す
る
弁
護
士
会
又
は
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
に
届
け
出
た
も
の

ロ
　
当
該
特
別
永
住
者
の
法
定
代
理
人

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
永
住
者
が
十
六
歳
に
満
た
な
い
場
合
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
自
ら
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
永
住
者
の
親

族
（
当
該
特
別
永
住
者
と
同
居
す
る
十
六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。
）
又
は
同
居
者
（
当
該
特
別
永
住
者
の
親
族

を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
、
当
該
特
別

永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
と
き
。

３
　
改
正
法
施
行
日
前
に
入
管
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
四
項
第
二
号
又
は
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国
管
理
局
長
に
届
け
出
た

者
と
み
な
す
。

４
　
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
改
正
法
附
則
第

三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
永
住
者

が
自
ら
出
頭
し
て
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
場
合
に

当
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
示
又
は
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
二
条
（
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
二
十
条
（
第
九
項
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
十
五
条
（
同

条
第
二
項
中
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
と
み
な
さ
れ
る
旧
外
国
人
登
録
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
併
せ

て
行
う
申
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
　
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
四
年
一
月
十
三
日
）

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
六
日
法
務
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
法
務
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
旧

省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
、
申
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等

の
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規

定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定
す

る
相
当
様
式
の
書
面
と
み
な
す
。
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第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
証
印
さ
れ
、
作
成
さ
れ
又
は
発
付
さ
れ
た

通
知
書
、
証
明
書
、
命
令
書
、
許
可
書
、
証
印
、
調
書
、
収
容
令
書
、
退
去
強
制
令
書
そ
の
他
の
文
書
の
効
力
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
券
に
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
中
長
期
在
留
者
（
在
留
カ

ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施

行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
券
に
当

該
中
長
期
在
留
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
を
記
載
さ
れ
た
も
の
に
係
る
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
改
正

後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
届
出
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
旅
券
に
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
三
年
法
務
省
令
第
四
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
当
該
中
長
期
在
留
者

に
交
付
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
番
号
」
と
す
る
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
の
特
定
技
能
の
在

留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指
定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在

留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
し
て
い
た
者
が
、
実
習
実
施
者
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実

施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
定
め
る

実
習
実
施
者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
た
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
機
関
に
お

い
て
当
該
在
留
し
て
い
た
と
き
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動

二
　
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
策
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
適
正
監
理
計
画
に

基
づ
き
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
建
設
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

も
っ
て
在
留
し
て
い
た
者
が
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
当
該
機
関
に
お
い
て
当
該
在
留

し
て
い
た
と
き
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動

三
　
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
策
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
適
正
監
理
計
画
又

は
企
業
単
独
型
適
正
監
理
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
造
船
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を

指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
し
て
い
た
者
が
、
当
該
機
関
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
引
き
続

き
当
該
機
関
に
お
い
て
当
該
在
留
し
て
い
た
と
き
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
の
特
定
技
能
の
在
留

資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た
期
間
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
被
収
容
者
処
遇
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
後

に
さ
れ
た
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
判
定
に
係
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
判
定
に
係
る
異
議

の
申
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部

改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
行
う
同

表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
二
号
イ
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
良
好
に
修
了
し
、
か
つ
、
当

該
修
了
し
て
い
る
活
動
に
お
い
て
修
得
し
た
技
能
が
、
従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
お
い
て
要
す
る
技
能
と
関
連

性
が
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に

掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
同
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
の
下

で
修
得
し
た
技
能
等
に
習
熟
す
る
た
め
、
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
技
能
等
に
係
る

当
該
機
関
の
業
務
に
従
事
す
る
活
動
を
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
し
た
期
間
が
一
年
を
超
え

る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
を
良
好
に
修
了
し
、
か
つ
、
当
該
修
了
し
て
い
る
活
動
に
お
い
て
修
得
し
た
技
能

が
、
従
事
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
お
い
て
要
す
る
技
能
と
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同

様
と
す
る
。

第
九
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省

令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
六
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
活
動
の
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い
た
者
も
同
様
と
す
る
。

第
十
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省

令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ヘ
の
期

間
に
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指
定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
も
っ

て
在
留
し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
証

票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
入
国
審
査
官
及
び

入
国
警
備
官
の
証
票
の
様
式
に
関
す
る
省
令
の
様
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
法
務
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
旧

省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
、
申
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等

の
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規

定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定
す

る
相
当
様
式
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
、
作
成
さ
れ
又
は
発
付
さ
れ
た
通
知
書
、
証

明
書
、
命
令
書
、
許
可
書
、
退
去
強
制
令
書
そ
の
他
の
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
法
務
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
旧

省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」

と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
相

当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
省
令
に
規
定
す
る
様
式
の
書
面
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
新
省
令
に
規
定
す

る
相
当
様
式
の
書
面
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
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別
表
第
一
（
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

中
長
期
在
留
者
が
自
ら
出
頭
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
行
為

当
該
中
長
期
在
留
者
に
代
わ
っ
て
す
る
行
為

改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
六
項
、
第
十
五
条
第
四
項

又
は
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

在
留
カ
ー
ド
の
受
領

こ
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
在
留
カ
ー
ド
の

受
領
に
係
る
手
続

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

第
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続

別
表
第
三
（
第
二
十
四
条
関
係
）

特
別
永
住
者
が
自
ら
出
頭
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
行
為

当
該
特
別
永
住
者
に
代
わ
っ
て
す
る
行
為

改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
二
十
八
条
第
四

項
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
受
領

こ
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
特
別
永
住
者
証

明
書
の
受
領
に
係
る
手
続

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
第
二
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
の
提
出
及
び
同
条
第

二
項
に
定
め
る
旅
券
等
の
提
示
等
に
係
る
手
続

改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
第
二
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
申
請
書
等
の
提
出
及
び
同
条

第
二
項
に
定
め
る
旅
券
の
提
示
等
に
係
る
手
続

別
記
第
一
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）
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別
記
第
二
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

別
記
第
三
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）
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別
記
第
四
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）

別
記
第
五
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）
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別
記
第
六
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（第十九条関係）別記第六号様式

許 可 状 請 求 書

年 月 日

容疑事実の要

裁判所裁判官 殿 旨及び該当法

条

出入国在留管理庁 出入国在留管理局

出入国管理及び難民認定法及び日本国下記容疑者に対する

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

臨検すべき場に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第

附則第２４条に規定する退去強制事由該当容疑事 所，捜索すべ７９号）

件につき，許可状の発付を請求する。 き場所，身体

若しくは物件

又は押収すべ

き物件

必要とする有

効期間及びそ

の事由

容 疑 者 氏 名

日の出前，日

没後に行う必

要があるとき

はその旨及び

事由

入国警備官 印

別
記
第
七
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（第十九条関係）別記第七号様式

押 収 物 件 目 録押 収 物 件 目 録 書

差 出 人 所 有 者番 数
品 名 備考

住所 ・ 氏名 住所 ・ 氏名号 量
年 月 日

殿

出入国在留管理庁 出入国在留管理局

入国警備官 印

容疑者 に対する出入国管理及び難民認定法

及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する

等の法律（平成２１年法律第７９号）附則第２４条に

規定する退去強制事由該当容疑事件につき，本職は，

年 月 日

において，別紙目録の物件を押収した。
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別
記
第
八
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
九
号
様
式
（
甲
）
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
九
号
様
式
（
乙
）
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
九
号
様
式
（
丙
）
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）
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別
記
第
十
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（第十九条関係）別記第十号様式
番 号

年 月 日
日本国政府法務省

認 定 書

氏 名 （男・女）

生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

国籍・地域

居 住 地

職 業

上記の者に対する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を

改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）附則第２４条に規定する退

去強制事由該当容疑事件に関し， 年 月 日

において審査を行った結果，下記のとおり認定する。

認 定 要 旨

１ 事実の認定

２ 証 拠

３ 参考事項

出入国在留管理庁 出入国在留管理局

支局 出張所

入国審査官 印

別
記
第
十
一
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（第十九条関係）別記第十一号様式
番 号

年 月 日
日本国政府法務省

認 定 通 知 書

殿

あなたに対する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日
本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律

（平成２１年法律第７９号）附則第２４条に規定する退去強制事由該当容疑事件
に関し，審査を行った結果，下記のとおり認定したので，通知します。

認 定 要 旨

上記の認定に不服があるときは，この通知を受けた日から３日以内に特別審理

官に対し口頭審理の請求をすることができます。

出入国在留管理庁 出入国在留管理局

入国審査官

署 名

11



別
記
第
十
二
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
十
三
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
十
四
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
十
五
号
様
式
（
第
二
十
条
関
係
）

別
記
第
十
六
号
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）

別記第十六号様式（第二十一条関係）
日本国政府法務省

出入国在留管理庁長官　殿

１　国　籍・地　域 ２　生年月日 年 月 日

３　氏　名 ４　性　別 男 ・ 女

５　住居地

６　外国人登録証明書番号

７　代理人

（１）氏　名 （２）本人との関係

（３）住　所

以上の記載内容は事実と相違ありません。　申請人（代理人）の署名／申請書作成年月日

年 月 日

注　意

５及び７（３）について，住居地（住所）がない場合は，「なし」と記入し，住居地でない居住地を括弧書きで付記すること。

申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。

※　取次者

（１）氏　名 （２）住　所

（３）所属機関等（親族等については，本人との関係） （４）電話番号（携帯電話番号）

市　区　町　村　記　載　欄

特　別　永　住　者　証　明　書　交　付　申　請　書

写　　真

  出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第２８条第３項の規定に基づき，
次のとおり特別永住者証明書の交付を申請します。
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別
記
第
十
七
号
様
式
（
第
二
十
二
条
関
係
）

別
記
第
十
八
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

別記第十八号様式（第二十三条関係）
日本国政府法務省

出入国在留管理庁長官　　殿

該当する届出にチェックしてください。

１　国　籍・地　域 ２　生年月日 年 月 日

３　氏　名

４　性　別 男 ・ 女

５　外国人登録証明書番号又は特別永住者証明書番号

６　現在の住居地

７　現在の住居地を定めた日 年 月 日

８　代理人

（１）氏　名 （２）本人との関係

（３）住　所

以上の記載内容は事実と相違ありません。
届出人の署名／届出年月日

年 月 日

注　意　届出書作成後届出までに記載内容に変更が生じた場合，届出人が変更箇所を訂正し，署名すること。

市　区　町　村　記　載　欄

住　　居　　地　　届　　出　　書

  出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法の一部を改正する等の法律附則第３０条第１項又は第３１条第１項の規定に基づき，次のとおり住居地を
届け出ます。

□　① （附則第３０条第１項）

（附則第３１条第１項）旧外国人登録法第３条第１項の申請をしていない場合の住居地届出

外 国 人 登 録 原 票 （ 旧 外 国 人 登 録 法 第 ４ 条 第 １ 項 ）
に記載 された居住地が住居地に該当し ない場合の住居地届出

□　②
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